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１ 第２次再整備プランの進捗状況について 

長期プランとして位置づけた公共施設についても，個別に検討が進められています。

検討の進捗等によって，第３次再整備プランにおける短期プランの事業への移行も行

いました。 

表Ⅲ－１－１ 第２次再整備プランにおける長期プランの進捗状況 

 
施設種類 進捗状況等 

(1) 市民センター 「鵠沼市民センター」については，老朽化が進み手狭な状況で

もあることから，鵠沼海岸駅自転車等駐車場の敷地の活用も視

野に入れ再整備を検討する予定があるため，第３期短期プラン

の検討事業に位置づけます。 

(2) 地域市民の家 「片瀬山市民の家」については，開設後４０年を経過し老朽化

が進み，住民からも早急な移転を含めた建て替えの要望がある

ことから，周辺の幼稚園の敷地を取得し，再整備を検討する必

要があるため，第３期短期プランの検討事業に位置づけます。 

(3) 公民館 村岡公民館再整備については，令和２年度から基本設計の検討

を進めており，令和３年度からは実施設計に着手することか

ら，第３期短期プランの実施事業に位置づけます。 

(4) 市民図書館・市民図書

室 

「藤沢市これからの図書館検討委員会」からの４市民図書館１

１市民図書室の役割と新たな機能等についての検討結果報告

を受け，今後の図書館・図書室のあり方等についての検討を行

っています。 

(5) スポーツ施設 施設の老朽化に対する部分修繕を実施するとともに，施設の長

寿命化計画策定に向けた施設劣化度の調査について検討を行

っています。 

(6) 高齢者支援施設 老人福祉センターについては，２０１８年（平成３０年）から

２０１９年（令和元年）にかけて，「やすらぎ荘」のり面工事

を実施し，２０２０年（令和２年）に当該工事に係る隣接家屋

の事後調査を実施しました。第３期短期プランの検討事業に位

置づけ整備を進めていきます。 

老人憩の家については，老人憩の家の在り方に関し，２０２０

年（令和２年）に庁内において協議検討をしており，今後も引

き続き協議を行っていきます。また，「善行老人憩の家」につ

いては，施設利用団体と令和２年度から協議調整を行っていま

す。 

(7) 障がい者支援施設 太陽の家については老朽化が進んでおり，「公共施設の安全性

の確保」の観点から，再整備について検討しています。また，

再整備に当たっては，周辺施設の機能集約・複合化についても

併せて検討しています。 

旧ふれあいセンターについては，２０２０年（令和２年）７月

１３日に開催された公共資産活用等検討委員会において，解体

の方針が示されています。今後，敷地内にある雑水槽排水のた

めのポンプの配管について，近隣地調査を実施します。 

(8) 青少年施設 第２期短期プラン実施事業に位置づけられた藤が岡二丁目地

区再整備事業において，「大道子どもの家」を整備しました。

引き続き，民間施設の活用や他の公共施設との複合化を基本に

検討をします。 
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(9) 放課後児童クラブ ２０１９年（平成３１年）４月：藤沢小学校区放課後児童クラ

ブ整備（藤沢公民館・労働会館再整備） 

２０１９年（令和元年）９月：明治小学校区放課後児童クラブ

整備（辻堂保育園再整備） 

２０２０年（令和２年）４月：天神小学校区放課後児童クラブ

整備（天神放課後児童クラブ等複合施設整備） 

２０２１年（令和３年）４月：大道小学校区放課後児童クラブ

整備（藤が岡二丁目再整備） 

２０２２年（令和４年）４月：鵠南小学校区放課後児童クラブ

整備予定（鵠南小学校再整備） 

２０２３年（令和５年）４月：石川小学校区放課後児童クラブ

整備予定（環境事業センター再整備） 

２０２４年（令和６年）４月：鵠洋小学校区放課後児童クラブ

整備予定（鵠沼保育園再整備） 

(10) 保育所 「辻堂保育園」については，２０１９年（令和元年）９月から

新園舎にて供用を開始し，「藤が岡保育園」についても，２０

２１年（令和３年）５月から新園舎にて供用を開始しています。

また，第２期短期プラン検討事業であった「善行保育園・善行

乳児保育園」及び「鵠沼保育園」については，第３期短期プラ

ンの実施事業に位置づけます。 

(11) 環境事業センター 施設の老朽化や効率的な収集業務の必要性から，第３期短期プ

ランの実施事業に位置づけ，令和３年度から建設工事に着手し

ます。 

(12) 廃棄物等処理施設 石名坂環境事業所については，藤沢市焼却施設整備基本計画に

基づき，再整備に向けた基本構想の策定を進めるため，第３期

短期プランの実施事業に位置づけます。 

(13) 市営住宅 令和元年度に策定した「藤沢市市営住宅等長寿命計画」に基づ

き，市営住宅等を改修しています。 

(14) 消防署等 「北消防署御所見出張所（第３０分団）」を第３期短期プラン

の検討事業に位置づけます。 

(15) 小学校・中学校・特別

支援学校 

令和２年度に「学校施設再整備基本方針」を改定し，中長期的

な視点に基づく長寿命化に向けた整備方針を追加しました。 

この方針に基づき，再整備プランとの整合を図る中で「学校施

設再整備第２期実施計画」を策定しました。 

「学校施設再整備第１期実施計画」に基づき，「鵠南小学校再

整備」及び「六会中学校屋内運動場再整備」の２事業を第２期

短期プランの実施事業に位置づけ，六会中学校は令和２年度で

事業完了し，鵠南小学校は令和６年度の事業完了に向け，工事

を実施しています。 

第２期短期プランにおいて，検討事業に位置づけられた４事業

のうち，「鵠沼中学校再整備」及び「辻堂小学校再整備」の２

事業は，第２期実施計画の検討も踏まえ，第３期短期プランに

おいて実施事業に移行するとともに，「鵠洋小学校再整備」及

び「片瀬小学校再整備」は，引き続き，検討事業とした上で，

新たな事業として，「明治中学校再整備」，「藤沢小学校再整備」，

「明治小学校再整備」及び「白浜養護学校過大規模化解消事業」

の４事業を検討事業に位置づけます。 

(16) 保健医療関連施設 保健医療センターは平成６年度の開設から２５年以上を経過
し，施設・設備の老朽化が進んでおり，空調設備については３
か年計画による整備が完了しましたが，電気設備や給排水設備
についても再整備していく必要があります。 
保健所は開設から１５年経過し，施設・設備の老朽化が進んで
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います。今後は保健所の果たす役割や求められる機能が維持で

きるように施設の長寿命化を図りますが，立地から塩害や水害

の影響を受けているため，改築を検討する際は場所の移設を検

討する必要があります。 

(17) 産業・観光関連施設 第１・２期短期プランの実施事業に位置づけられた藤沢公民

館・労働会館等複合施設については，２０１９年（平成３１年）

４月に供用開始しました。 

(18) 公園施設 「鵠沼海浜公園（スケートパーク）」及び「（仮称）遠藤笹窪谷

(やと)公園（多目的施設棟）」は，第３期短期プランの実施事

業に位置づけます。 

平成３０年度に策定した「藤沢市生物多様性地域戦略」に位置

づけている重点プロブラムの具現化に向けた検討を進めてい

ます。 

平成２３年度策定の公園施設長寿命化計画について，１０年経

過することから見直しを行い，小規模施設編（公園トイレ等を

対象）を再策定しています。 

(19) 教育関連施設 

（学校施設を除く） 

八ヶ岳野外体験教室については，「中長期修繕計画・建物等修

繕計画書」に基づき，優先順位をつけた修繕を行っていきます。 

教育文化センターについては，老朽化が進んでいることから大

規模な改修を検討していきます。 

中学校デリバリー給食安定実施施設については，中学校給食の

提供の安定実施に向けた手法の検討を第３次再整備プラン計

画期間内に行います。 

(20) 市庁舎 第２期短期プランの実施事業に位置づけられた本庁舎につい

ては，老朽化と耐震性の問題から再整備を行い，２０１８年（平

成３０年）１月に供用開始し，合わせて分庁舎の改修も実施し，

２０２０年（令和２年）１月に供用開始しました。 

(21) その他施設 - 

(22) 市民病院 

〔特別会計施設〕 

 第２期短期プラン実施事業として位置づけられていた東館は

平成３０年度に整備事業が完了し，今後は西館及び，救命救急

センターについて，配管・機械設備劣化調査診断結果に基づき，

病院機能の維持管理対策を検討しつつ，今後の病院のあり方を

踏まえて再整備に向けた院内検討を第３次再整備プラン計画

期間内に進めます。 

(23) 下水道施設 

〔特別会計施設〕 

 藤沢市下水道総合地震対策計画に基づき段階的に耐震対策を

進め，第２次再整備プラン期間内において，維持管理に携わる

職員が常駐する辻堂浄化センター管理棟の改築が完了し，ま

た，その他施設の耐震対策についても実施しました。 

第３期短期プランにおいても，引き続き，耐震性能が不足した

施設の耐震対策工事等とストックマネジメントを合わせて，効

率的に実施します。 

また，気候変動による気象災害に対応するため，浸水の防除等

を目的とした施設の検討も行っていきます。 
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２ 長期プランの改定について 

長期プランは，これまでの施設運営や今後の人口推移，行政ニーズなどを考慮し，

平成２６年度から２０年間の「施設分類ごとの再整備に向けた基本方針」を示した

ものです。 

第３次再整備プランでは，第２次再整備プランの進捗と施設に係る状況の変化，

制度改正や新たな個別計画策定等により，現時点において改定すべき点に限り修正

します。 

 

(1) 施設種類について 

市民センターやスポーツ施設など，２１の一般会計施設と，市民病院及び下水

道施設の２つの特別会計施設を加えた合計２３の施設種類を設定します。 

 

(2) 記載内容について 
施設種類ごとに，「現状・課題」を踏まえた「再整備等の考え方」を示します。

併せて，「長期プラン計画期間内に実施を想定している施設」，参考として「次期

長期プラン計画期間内に実施を想定している施設」を記載します。 

個別施設を短期プランに記載する段階では，この「再整備等の考え方」を踏ま

えて，具体的な事業計画を示します。 

なお，文化財保護法や都市公園法等により施設整備に制限がある施設について

も，個別施設を短期プランに記載する段階で，制限の範囲内において機能集約，

複合化等を検討します。 

 

(3) 長期プランの見直しについて 

法改正や法制定などによる国，県の補助等の状況や新たな行政ニーズの発生な

ど，状況の変化に合わせ，内容の更新や短期プランとの整合を図る必要が生じた

場合，短期プランの更新時期を捉え，適宜見直します。 
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３ 施設種類ごとの再整備の考え方について 

次の施設種類ごとに，再整備の考え方について，「現状・課題」，「再整備等の考え方」，

「長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設」及

び「次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施

設」の４つの項目に分けて記載しています。 

 

Ⅲ－３－１ 施設種類一覧 

施設種類 備考 ページ 

(1) 市民センター  Ｐ102 

 (2) 地域市民の家  Ｐ103 

 (3) 公民館  Ｐ104 

 (4) 市民図書館・市民図書室  Ｐ105 

 (5) スポーツ施設 体育館，プールなど Ｐ106 

 (6) 高齢者支援施設 老人福祉センターなど Ｐ107 

 (7) 障がい者支援施設 太陽の家など Ｐ108 

 (8) 青少年施設 地域子ども家，少年の森など Ｐ110 

 (9) 放課後児童クラブ  Ｐ111 

 (10) 保育所  Ｐ112 

 (11) 環境事業センター  Ｐ113 

 (12) 廃棄物等処理施設  Ｐ113 

 (13) 市営住宅  Ｐ114 

 (14) 消防署等  Ｐ116 

 (15)  小学校・中学校・特別支援学校  Ｐ117 

(16) 保健医療関連施設 大庭台墓園，保健所など Ｐ119 

(17) 産業・観光関連施設 
片瀬漁港関連施設，観光関連

施設など 
Ｐ120 

(18) 公園施設 管理事務所，トイレなど Ｐ121 

(19) 教育関連施設（学校施設を除く） 
看護専門学校，八ヶ岳野外体

験教室など 
Ｐ122 

(20) 市庁舎  Ｐ123 

(21) その他施設 防災備蓄倉庫，公衆便所など Ｐ124 

 (22) 市民病院〔特別会計施設〕  Ｐ125 

 (23) 下水道施設〔特別会計施設〕  Ｐ125 

 

 



 

102 

 

(1) 「市民センター」 

現 状 ・ 課 題 市民センターについては，市内１３地区のうち，藤沢地区と村岡

地区を除く１１地区に設置しています。 

窓口業務，福祉相談業務等を行っていますが，申請手続きの電子

化やコンビニエンスストアでの証明書発行など，市民サービスの

提供手段の変化等に応じた市民センター機能の見直しも必要と

なってきています。 

現在の行政区域である１３地区については，本市の人口及び世帯

数が増加していることもあり，直近での区域の統合は検討してい

ません。しかしながら，将来的には人口動態や少子高齢化など社

会情勢の変化等を踏まえ，１３地区の見直しを検討する必要があ

るものと認識しており，見直しの際には，市民センターの配置に

ついても併せて検討する必要があります。 

再整備等の考え方 

（施設の統廃合

を含む） 

地域コミュニティ活動の重要性が今後さらに増大する中で，１３

地区の拠点施設である市民センター・公民館の統廃合を行う計画

はありませんが，市民センターにおける貸室や設備などの現有機

能の統廃合や拠点施設への集約等については，市民サービス提供

における様々な環境の変化を捉えながら検討を進めます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・遠藤市民センター青少年ホール（体育館） 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・湘南大庭市民センター，片瀬市民センター，長後市民センター 

・長後市民センター（コミュニティーホール） 

・明治市民センター（健康プラザ） 

・六会市民センター（体育館） 
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(2) 「地域市民の家」 

現 状 ・ 課 題 地域市民の家については，「藤沢市地域市民の家条例」において

地域ごとに設置することとし，原則として小学校区に１施設以上

を目標に整備を進め，平成１９年度までに全小学校区に設置して

います。 

なお，地域住民に最も身近な公共施設であることから，地域づく

りに当たって，その地域コミュニティ機能をどのように活用して

いくか，所管を含めて整理していく必要があります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

地域市民の家においても，行政コストに見合うパフォーマンス

（利用率）を得る必要があり，現在，実施されている地域の縁側

事業，子ども食堂のほか，教室事業，サークル展示販売，公共的

な活動をしている民間事業への開放を視野に入れた運営，ハード

整備が不可欠です。 

地域市民の家の利用率は，平均で約２０％に留まり，諸室では約

１３％となっている一方，ホールについては約４０％となってい

ます。ホール利用率が８０％を超える市民の家もあることから，

今後は，諸室の集約を図りながら，ホールの利活用を主眼とした

再整備をしていきます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

令和１５年度末までに築４０年を経過する木造施設（平成５年度

末以前に竣工）については，再整備が必要と考えます。【片瀬山・

藤沢石原谷ほか計３０件】 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

令和１５年度末までに築４０年を経過する木造以外の施設（平成

５年度末以前に竣工）及び国登録文化財指定された施設について

は，リフォームを検討し，必要に応じて実施する必要があると考

えます。【鵠南・鵠沼橘】 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

令和１６年度から同３５年度末までの間に築４０年を経過する

木造施設（平成６年度以降，平成２５年度末以前に竣工）につい

ては，再整備が必要と考えます。【本鵠沼・大庭・滝の沢・辻堂

東海岸・高谷】 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

令和１６年度から同３５年度までの間に築４０年を経過する木

造以外の施設（平成６年度以降，平成２５年度末以前に竣工）に

ついては，リフォームを検討し，必要に応じて実施する必要があ

ると考えます。【辻堂砂山・石川コミュニティセンター】 
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(3) 「公民館」 

現 状 ・ 課 題 公民館を市内１３地区に設置することにより，公民館が生活圏 

に密着した施設となり，地域の課題や要望を地域住民がともに 

解決する「共助」と，市民と行政の「協働」によるまちづくり 

が長年展開されてきました。 

公民館は地域社会への身近な入口であり，個人の知識や技術の 

習得にとどまることなく学習成果を地域へ還元し，地域への参 

画や社会活動を積極的に行う地域人材を育成する拠点として 

も重要となっています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

地域コミュニティ活動の重要性が，今後さらに増大する中で， 

１３地区の拠点施設である市民センター・公民館の統廃合を行 

う計画はありませんが，再整備に当たっては，地区の拠点施設 

としての機能を考慮し，地区ごとに設置している施設の複合化 

を検討し，複合化により貸し館機能などが重複する場合は，互 

いの施設の利用状況や利用方法等を整理し，共用化を検討しま 

す。 

市民センターと併設している公民館については，各地区の拠点 

施設として，今後とも，市民センターと合わせて再整備を検討 

します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・片瀬しおさいセンター 

・済美館 
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(4) 「市民図書館・市民図書室」 

現 状 ・ 課 題 図書館は，１９４９年（昭和２４年）に制定された社会教育法第

９条により，社会教育のための機関と規定されており，市民のラ

イフサイクルに関わる，地域における知の情報拠点として重要な

役割を担っています。 

本市においては「いつでも どこでも だれでも なんでも」を図

書館サービスの原則と掲げ，市内４市民図書館１１市民図書室を

設置し，市民の徒歩圏内に施設が整備されていることが，最大の

特色となっています。 

総合市民図書館は，１９８６年（昭和６１年）の建設から３４年

が経過し，老朽化が進むことから，藤沢市公共施設再整備基本方

針に基づき，再整備について検討を行う必要があり，また，辻堂

市民図書館〈１９９３年（平成５年）建設〉，湘南大庭市民図書

館〈２０００年（平成１２年）建設〉も，建設から一定の年数が

経過しており，施設内設備の修繕が部分的に必要な状況です。 

あわせてＩＣＴを活用した新しい技術の導入についても検討し，

利便性の高い図書館を目指します。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

本市北部地区における文化活動の拠点の一つとして総合市民図

書館は位置づけられていることから，湘南台地区での運営が望ま

しく（南市民図書館は市民会館再整備に含まれている），同時期

に建設された湘南台文化センター等の再整備において，他の公共

施設との機能集約，複合化を検討する必要があります。また，超

高齢社会や人口減少等，人口構造の変化を踏まえ，４市民図書館

１１市民図書室の適正配置や機能，役割分担等について検討を行

うこととしています。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

総合市民図書館 

・防災設備等更新工事（令和５年度予定） 

・屋上防水及び外壁等改修工事（令和６年度予定） 

・空調設備改修（令和７，８年度予定） 

辻堂市民図書館 

・屋根防水及び外壁等改修工事（令和８年度予定） 

湘南大庭市民図書館 

・空調熱源機更新工事（令和６年度予定） 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・総合市民図書館〈１９８６年（昭和６１年）建設〉 

・辻堂市民図書館〈１９９３年（平成５年）建設〉 
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・湘南大庭市民図書館〈２０００年（平成１２年）建設〉 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

  

 

(5) 「スポーツ施設」 

現 状 ・ 課 題 スポーツ施設については，市民が生涯にわたって多様なスポーツ

に親しみ，健康で明るく豊かなスポーツライフを実現する基盤と

なるよう市内における配置状況を考慮し，市域の南部と北部の２

箇所に体育館を市域の南部，中部及び北部の３箇所にプールを設

置しています。また，市内各所に野球場，球技場及びテニスコー

トを設置しています。 

過去の市民アンケートでは，身近で気軽に利用できるスポーツ・

レクリエーション施設等を求める意見や要望が多く出されてい

ます。また，市民の関心が高いプロスポーツを身近な場所で観戦

できる施設を充実していくことも課題の一つと捉えています。 

 体育館，屋内プール，観覧席 その他 

体育館 ・秩父宮記念体育館 
・秋葉台文化体育館 

 

プール ・秋葉台公園屋内プール 
・八部公園屋内プール 
・石名坂温水プール 

・秋葉台公園屋外プール 
・八部公園屋外プール 

野球場 ・八部野球場 ・葛原スポーツ広場野球場 
・辻堂南部公園野球場 
・桐原公園野球場 
・女坂スポーツ広場野球場 

テニス 
コート 

 ・八部公園テニスコート 
・西浜公園テニスコート 
・遠藤公園テニスコート 
・辻堂南部公園テニスコート 
・湘南台公園テニスコート 

球技場 ・秋葉台公園球技場 ・女坂スポーツ広場球技場 
・引地川親水公園球技場 
（大庭スポーツ広場球技場） 

 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

今後は多様な市民ニーズに対応できる施設を整備する必要があ

り，安全で安心して利用できる施設はもとより，誰もが健康でい

つまでも楽しめる生涯スポーツ環境の充実と，見て楽しむスポー

ツ環境の充実を図ります。スポーツ施設の再整備に当たっては，

令和５年度策定予定の長寿命化計画に基づき，整備を進めます。

また，再整備に伴う施設跡地など公有地等の有効活用並びに既存

の施設のあり方についても検討します。 

本市は，日本におけるビーチバレー発祥の地であり，また，１９

６４年（昭和３９年）の東京オリンピック開催時には，ヨット競

技の会場であり，再び東京２０２０オリンピックでセーリング競
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技が開催されるのを契機として，競技団体及び神奈川県と連携・

協議し，マリンスポーツ・ビーチスポーツ施設の充実を進めます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・石名坂温水プール 

・八部公園野球場，八部公園屋内プール 

・秋葉台文化体育館，秋葉台公園屋内プール，秋葉台公園球技場 

・秩父宮記念体育館 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(6) 「高齢者支援施設」 

現 状 ・ 課 題 老人福祉センターは，高齢化の進展とともに，高齢者の生きがい

と健康づくりの拠点施設としての必要性が高く，高齢者の支えと

なるよう，市内北部・中部・南部に各１館設置しています。しか

しながら，高齢化の進展に伴い，高齢者を施設に集中させるこれ

までの方法から，徒歩でも参加できるような範囲で，小規模に集

う場面を数多く進めていく方向（地域の縁側など）へと，国全体

の施策が変化しています。これらを踏まえ，老人福祉センターの

在り方について，施設の統合を含め，総合的に検討する必要があ

ります。 

①市内中部にある「やすらぎ荘」については，１９６９年（昭和

４４年）の供用開始から５０年以上経過しており，建物の老朽化

に加え，現在の耐震基準未対応であること，バリアフリー未対応

であることが課題となっており，早期に建て替えを行う必要があ

ります。 

②市内南部にある「湘南なぎさ荘」については，１９９１年（平

成３年）から供用を開始し，築３０年を迎えます。施設本体の給

排水・空調設備機器などが耐用年数の経過に伴う更新時期を迎え

ていますが，当該機器はいずれも建物の地下階に設置されている

ため，更新を行う場合に，建て替えと同規模の工事を伴うことが

想定されます。 
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老人憩の家は，１９７５年（昭和５０年）に長後地区及び善行地

区に高齢者の健康増進や学び・集う場として設置された無料で利

用できる施設です。各施設は，年齢にかかわらず周辺住民が利用

でき，１９７６年（昭和５１年）以降に設置を進めてきた「地域

市民の家」（有料施設，４１か所）と同様の利用形態となってい

ます。また自治会事務所としても使用されているなど，他地区と

の公平性の点からも課題があります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

老人福祉センターについては，現在の市内３館体制から，「湘南

なぎさ荘」と「やすらぎ荘」の機能集約・統合など，高齢者施設

の再編成を含めた高齢者施策全体の在り方について検討を行っ

ていきます。 

老人憩の家については，損耗箇所の修繕による対応を行いつつ，

現在利用されている団体を中心に協議・説明を重ねていきます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・老人福祉センター「やすらぎ荘」（湘南なぎさ荘との統合を含

めた検討） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

(7) 「障がい者支援施設」 

現 状 ・ 課 題 （１）太陽の家再整備 

「太陽の家」は，障がい児・者のための福祉施設であり，障がい

児のための通園施設（児童発達支援），障がい者の社会参加を目

的とした通所施設（生活介護）及び障がい児・者のスポーツとふ

れあいの場となる体育館が併設されています。 

平成１６年度からは指定管理者制度を導入するとともに，指定管

理者の自主事業として，放課後等デイサービス事業等を同施設内

で実施しており，本市の障がい福祉の拠点施設としての役割を果

たしています。 
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しかし，当施設は１９７５年（昭和５０年）に旧耐震基準で建設

されており，建屋の老朽化が進んでいるため，再整備を行う必要

があります。 

再整備に当たっては，現在地が「洪水浸水想定区域」・「津波浸水

想定区域」に位置することや，本館建物が地域住民の災害時の避

難施設・水害避難所・津波避難ビル及び投票所に指定されている

こと等もあり，事業実施には現在地で建て替えるか，または，他

の候補地へ移転して実施するのか多角的な観点から判断し，建設

予定地の選定を行う必要があります。 

また，指定管理者による施設の運営手法についても今後再考する必要

があります。 

これらの状況を踏まえ，中長期的な運営方針と合わせ，施設整備

について検討しています。 

 

（２）旧ふれあいセンター解体工事 

 「ふれあいセンター」は，障がい者の社会参加と自立を援護，促

進する障がい者福祉活動の拠点施設として利用してきましたが，

耐震診断の結果，基準を満たしていないことが判明したため，２

０１６年（平成２８年）３月２８日に施設の利用を中止しました。

このため，安全・保安上の理由から，当該施設は解体します。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

（１）太陽の家再整備 

「公共施設の安全性の確保」の観点から，老朽化が進む太陽の家

の再整備について検討します。  

また，再整備に当たっては，周辺公共施設の機能集約・複合化に

ついても併せて検討します。 

 

（２）旧ふれあいセンター解体工事 

２０２０年（令和２年）７月１３日に開催された公共資産活用等

検討委員会において，解体の方針が示されています。 

今後，敷地内にある雑水槽排水に係るポンプの配管について，近

隣地調査が必要です。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・（１）太陽の家 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・（２）旧ふれあいセンター 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 



 

110 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(8) 「青少年施設」 

現 状 ・ 課 題 地域子どもの家は，地域における子どもたちの遊びの拠点とし

て，自由にのびのびと遊べる場所としての機能を備え，小学校区

を基準として，現在，１８施設を設置しています。地域子どもの

家未設置の小学校区への設置及び老朽化した施設の再整備等が

課題となっています。  

児童館については，児童福祉法に基づく児童厚生施設で，子育て

中の親子，青少年活動団体などの活動の場として，指導員を配置

し，平成９年度から地域子どもの家の未設置小学校区に５施設を

設置しています。また，創作活動室や相談室，放課後児童クラブ

等を併設しています。 

藤沢青少年会館は，青少年に学習と活動の場，居場所等を提供す

ることを目的として，１９７１年（昭和４６年）に開設し，１９

９６年（平成８年）に現施設に移転しました。集会室や体育室等

において青少年向けの事業や居場所の提供を行い，多くの青少年

等に利用されています。 

辻堂青少年会館は，青少年に健全な余暇活動の場等を提供するこ

とを目的として，１９６４年（昭和３９年）に開設され，集会室

や和室等が多くの青少年に利用されていますが，築５０年を超

え，施設の狭小と老朽化が課題となっています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

地域子どもの家及び児童館の今後の再整備に当たっては，市民団

体が活動している施設（地域市民の家）など他の公共施設との複

合化により，異世代間の交流も可能となるため，原則，単独での

建て替えは行わず，他の公共施設との複合化を基本とします。 

子育て支援の観点から，未就学児の親子の利用のための環境面や

安全面に配慮したスペース及び設備の確保を検討します。 

藤沢青少年会館及び辻堂青少年会館の再整備に当たっては，地域

の方々の意見を聞きながら，民間施設の活用や他の公共施設との

複合化について検討します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

＜改築が必要な施設＞湘南台子どもの家・片瀬子どもの家・羽鳥

子どもの家・鵠沼子どもの家・大越子どもの家・大庭子どもの家・

六会子どもの家・長後子どもの家・鵠南子どもの家・八松子ども
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の家・秋葉台子どもの家・高谷子どもの家・俣野子どもの家・大

鋸児童館・辻堂児童館 

＜新設が必要な小学校区＞明治小学校・御所見小学校・善行小学

校・新林小学校・滝の沢小学校・天神小学校・駒寄小学校・大清

水小学校 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

＜改築が必要な施設＞本町子どもの家・鵠洋児童館・辻堂砂山児

童館・石川児童館・藤沢青少年会館・辻堂青少年会館 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(9) 「放課後児童クラブ」 

現 状 ・ 課 題 放課後児童クラブの待機児童解消のため，「第二期放課後児童 

クラブ整備計画」に基づき，児童クラブ整備を進めていますが，

児童クラブに適した物件の確保が大きな課題となっています。 

再整備等の考え方 

（施設の統廃合

を含む） 

公共施設再整備において複合施設を整備する際は，小学校に限ら

ず，積極的に複合施設内に放課後児童クラブを新設・移転により

整備することを検討します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

第二期放課後児童クラブ整備計画に基づき，令和６年度までに新

設が必要な小学校区は，湘南台，石川，明治，藤沢，大道，村岡，

鵠沼，辻堂，新林，浜見，鵠南の１１小学校区です。 

なお，湘南台小学校区，長後小学校区の放課後児童クラブは，２

０２１年（令和３年）現在で築３０年以上経過した施設を使用し

ているため，上記再整備等の考え方に合致する場合に，整備を検

討します。 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検  
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討が必要な施設  

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(10) 「保育所」 

現 状 ・ 課 題 待機児童の解消を図るため，「第２期藤沢市子ども・子育て支援

事業計画」に基づき，令和２年度から令和６年度までを対象とし

た「藤沢市保育所整備計画（ガイドライン）」を策定し，新設整

備，再整備等の取組を進めています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

公立保育所については，「基幹保育所」，それを補完する「地域

保育所」及び「その他保育所」の３つに区分し，今後，「基幹保

育所」及び「地域保育所」については，原則として，他の子育て

関連施設との複合化により再整備を行うことを検討し，「その他

保育所」については，建物の老朽化や地区の待機児童及び受け皿

の確保の状況を考慮した上で閉園を検討することとし，閉園まで

の間は必要最低限の修繕を行います。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・藤沢保育園 

・湘南台保育園 

・高山保育園 

・またの保育園 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 
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(11) 「環境事業センター」 

現 状 ・ 課 題 環境事業センターの再整備については，令和５年度の供用開始に

向けて，新事務所の建設工事に令和３年度から着手します。 

 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

再整備に伴い北部収集事務所を現在地で建て替えし，南部収集事

務所を統廃合します。 

また，石川小学校区新設放課後児童クラブとの複合施設としま

す。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

  

(12) 「廃棄物等処理施設」 

現 状 ・ 課 題 廃棄物等処理施設は，中間処理施設として，破砕及び資源化を行

うリサイクルプラザ藤沢と焼却を行う石名坂環境事業所及び北

部環境事業所の３施設があり，北部環境事業所内には，し尿処理

施設が１施設あります。最終処分施設としては，谷根最終処分場，

長後中分最終処分場，葛原最終処分場，葛原第二最終処分場及び

女坂最終処分場の５施設があり，合計で９施設です。 

 

順次老朽化してくる，各処理施設の更新または延命化の計画を，

財源確保や建設用地の確保も含め長期的視点に立ち策定する必

要があります。 

し尿処理施設に関しては，広域化の可能性検討も含めて整備計画

を策定する必要があります。 

最終処分場は，すでに４施設が埋め立て処分を完了し，水処理施

設等の維持管理をしています。現在，埋め立てが行われている女
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坂最終処分場については適正管理と延命化を図っていく必要が

あります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

一般廃棄物の処理は，生活環境の保全及び公衆衛生の向上のた

め，停滞の許されない業務であることから，全ての処理施設につ

いて計画的な再整備をしていく必要があります。 

再整備に当たっては，公害防止・資源化・発電等の処理施設に関

する技術の進歩と本市の実情に合わせ，環境への影響，経済性及

び高効率発電による焼却エネルギーの活用等を総合的に判断し，

施設再整備計画を策定します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

【処理施設】 

・北部環境事業所新２号炉 

 令和５年度の供用開始に向けて整備工事実施中（短期プラン） 

・石名坂環境事業所新１号炉 

 令和９年度（予定）の供用開始に向けて基本構想策定中（短期

プラン） 

・北部環境事業所１号炉 

ＤＢＯ期間（令和８年度まで）終了後の整備計画策定 

・リサイクルプラザ藤沢 

 ＤＢＯ期間（令和１４年度まで）終了後の整備計画策定 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

【処理施設】 

・北部環境事業所新２号炉 

 ＤＢＯ期間（令和２４年度まで）終了後の整備計画策定 

 

【最終処分場】 

・女坂最終処分場 

 搬入予定期間（令和２４年度まで）終了後の整備計画策定 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

(13) 「市営住宅」 

現 状 ・ 課 題 用途廃止住宅や，代替用地の有効活用方法を検討する必要があり

ます。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

公営住宅法では，耐用年数を「耐火構造の住宅７０年」，「準耐火

構造の住宅４５年」としており，これを基本に適切な維持管理を

行い，長寿命化を図っていきます。 

耐用年数を経過し，老朽化が著しい直接建設型市営住宅や，借り

上げ期間満了に伴う借上型市営住宅など，既存市営住宅の整備に

ついては，民間賃貸住宅による市内の住宅供給バランスを見なが
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ら，従来の直接建設型や借上型の整備方法にとらわれることな

く，ＰＦＩなどの新たな整備手法などを取り入れ，様々な契約形

態で整備を図っていきます。 

北部第二（三地区）土地区画整理事業地内にある市営住宅用地に

ついては，今後の住宅需要などを踏まえた上で，施設整備のあり

方について多方面から検討します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

直接建設型住宅 １１住宅 

（鵠沼，緑ヶ丘，遠藤第一，遠藤第二，長後，渋谷ヶ原，古里，

滝ノ沢，永山，高倉，サンシルバー藤沢） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

【外壁・屋上防水工事】 

・長後住宅１号棟（令和３年度） 

・渋谷ヶ原住宅１～３号棟，集会所（令和３年度） 

・古里住宅２，７号棟，第一集会所（令和３年度） 

・長後住宅２，３号棟，集会所（令和４年度） 

・古里住宅４，５，６，８号棟（令和４年度） 

・長後住宅４，５号棟（令和５年度） 

・永山住宅１，２号棟（令和５年度） 

・永山住宅３，４号棟（令和６年度） 

・鵠沼住宅集会所（令和７年度） 

・古里住宅９，１０号棟（令和７年度） 

・遠藤第一住宅１号棟（令和９年度） 

・遠藤第一住宅２，３号棟（令和１１年度） 

【エレベーター更新工事】 

・サンシルバー藤沢住宅（令和３年度） 

・緑ヶ丘住宅（令和４年度） 

【給排水設備工事】 

・渋谷ヶ原住宅Ａ号棟（令和４年度） 

・渋谷ヶ原住宅Ｂ号棟（令和５年度） 

・古里住宅１，３号棟（令和７年度） 

・古里住宅２，４号棟（令和８年度） 

・古里住宅５，７号棟（令和９年度） 

・古里住宅６，８号棟（令和１０年度） 

・古里住宅９，１０号棟（令和１１年度） 

【外壁・屋上防水及び防音工事】 

・高倉住宅１,２号棟（令和９年度） 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

【公営住宅法施行令に定められた耐用年限（７０年）を迎える直

接建設型住宅】 
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 ・渋谷ヶ原住宅Ａ・Ｂ号棟（昭和３９年度建設・４１年度建設） 

（令和１６年度～令和１８年度） 

・古里住宅（昭和４２年度～４９年度建設） 

（令和１９年度～令和２６年度） 

・遠藤第二住宅（昭和５０年度～５７年度建設） 

（令和２７年度～令和３４年度） 

・滝ノ沢住宅（昭和５１年度～５３年度建設） 

（令和２８年度～令和３０年度） 

・鵠沼住宅３，８号棟（昭和５８年度建設） 

（令和３５年度） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

【公営住宅法施行令に定められた耐用年限（７０年）を迎える直

接建設型住宅】 

・渋谷ヶ原住宅Ａ・Ｂ号棟（昭和３９年度建設・４１年度建設） 

（令和１６年度～令和１８年度） 

・古里住宅（昭和４２年度～４９年度建設） 

（令和１９年度～令和２６年度） 

・遠藤第二住宅（昭和５０年度～５７年度建設） 

（令和２７年度～令和３４年度） 

・滝ノ沢住宅（昭和５１年度～５３年度建設） 

（令和２８年度～令和３０年度） 

・鵠沼住宅３，８号棟（昭和５８年度建設） 

（令和３５年度） 

 

 

(14) 「消防署等」 

現 状 ・ 課 題 消防署所については，藤沢市消防力の整備指針において，出動か

ら現場到着までを４分台とする施設の配置を進めています。 

消防団器具置場については，各地域に密着し市民の安全と安心を

守るという観点から，市内３１箇所に拠点を設けていますが，今

後は，消防団員の処遇改善や女性団員の増加も意識した施設の機

能強化の検討が必要です。更に，耐震基準に加え，耐火性能の確

保が課題であることから，木造施設の再整備を優先する必要があ

ります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

再整備に当たっては，他の消防署所や消防団器具置場との配置バ

ランスが消防力を維持する上で重要であるため，複合化も検討し

つつ，単独での建て替えも視野に入れ，２消防署，１２出張所，

１分遣所及び３１消防団器具置場を原則として維持します。 

自家用給油所については，既に市の北部地域に位置する消防防災

訓練センター（石川）に設置していますが，南部地域（南消防署
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苅田出張所）への設置を検討し，全市的な災害時の給油体制の構

築，強化を図ります。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

・北消防署                                           

・第１分団器具置場   ・第１分団第２器具置場 

・江の島中器具置場   ・第１１分団器具置場 

・第１２分団器具置場  ・第２３分団器具置場 

・第２５分団器具置場  ・第２６分団器具置場 

・第２７分団器具置場 ・第２８分団器具置場 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・南消防署雨漏り改修 

・北消防署長後出張所浄化槽改修 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・西部出張所 ・鵠沼出張所 

・長後出張所 ・南消防署 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

(15) 「小学校・中学校・特別支援学校」 

現 状 ・ 課 題 小学校が３５校，中学校が１９校，特別支援学校１校，合計で５

５校あります。このうち，建築後４０年以上が経過している校舎

棟を保有する学校が４０校，屋内運動場を保有する学校が３７校

あり，施設の老朽化が進んでいます。施設の安全性を確保するた

め，再整備を計画的に進めていくことが重要です。 

児童生徒数は，今後減少していくことが見込まれていますが，現

在，過大規模となっている学校が２校，児童生徒数の一時的な増

加への対応として，仮設校舎を設置している学校が１３校ありま

す。小学校においては，少人数学級の段階的な実施に伴い，今後

も，一部の学校で教室不足が見込まれています。 

一方，児童生徒数の減少により小規模となる学校が増える見込み

もあり，学校規模の格差により，教育活動における一定の質の維

持に課題が生じています。 

白浜養護学校は，児童生徒数の増加に伴い，仮設校舎の設置を予

定していますが，今後も児童生徒数の増加が見込まれており，過
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大規模化の解消に向けた対策が求められています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

①老朽化対策 

・国の学校施設における老朽化対策の基本的な考え方に基づき，

再整備基本方針では，「改築」から「長寿命化改修」を中心と

した整備への転換，「事後保全型管理」から「予防保全型管理」

への転換を図り，中長期的な維持管理や更新にかかる事業費の

削減，予算の平準化を検討しました。建物の使用年数４０年～

５０年程度で，建物の補強も含めた長寿命化改修を実施するこ

とで，建物の目標使用年数を８０年としています。 

・「予防保全型管理」を目指し，長寿命化改修もしくは改築の中

間期に，各種設備機器等の機能回復を図るための中規模改修を

計画しています。 

・既存施設の適正な管理，運営を図るため，施設の安全対策や維

持保全，教育環境の整備，向上を図るための各種整備工事につ

いても，再整備の実施状況を考慮し，計画的に実施します。 

・この方針に基づき，再整備プランとの整合を図る中で「学校施

設再整備第２期実施計画」を策定し，計画的に再整備事業を進

めます。 

②学校の適正配置の検討 

・学校規模の適正化が喫緊の課題となっており，学校規模の格差

の解消に向け，令和３年度より学識者や市民，学校関係者等を

交えた検討委員会を立ち上げ，統廃合や学区の見直しも含めた

学校の適正規模・適正化を図るための具体的な検討を進めま

す。 

③ 学校の複合化の検討 

・学校は，児童生徒の教育環境の確保だけでなく，地域に開かれ

た学校づくりも求めらています。そのため，再整備事業の実施

と合わせ，児童の居場所となる施設や学校教育との関連性の高

い施設との複合化を検討します。なお，複合化に当たっては，

児童生徒の適切な教育環境を確保するため，出入口の分離，管

理区域の明確化など，セキュリティを考慮し計画します。 

・今後，校舎建て替えの際は，児童生徒数の将来的な減少を考慮

し，学校教育と関連性の高い公共施設など，他用途への転用の

しやすさも考慮し計画します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・長後小学校・鵠沼小学校・大道小学校・富士見台小学校 

・浜見小学校・村岡小学校・御所見小学校・秋葉台小学校 

・白浜養護学校※ 

※策定予定の学校規模適正化基本方針の結果による 
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大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・大越小学校・御所見中学校・俣野小学校・善行中学校 

・羽鳥小学校・高浜中学校・湘南台小学校・大庭小学校 

・新林小学校・中里小学校・大鋸小学校・秋葉台中学校 

・滝の沢小学校・大庭中学校・亀井野小学校・村岡中学校 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

（長寿命化改修の実施状況による） 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・八松小学校・湘南台中学校・天神小学校・高谷小学校 

・小糸小学校・駒寄小学校・大清水小学校・高倉中学校 

・羽鳥中学校・滝の沢中学校・大清水中学校 

・湘洋中学校・長後中学校・石川小学校・高砂小学校 

・白浜養護学校・六会小学校・藤ヶ岡中学校・片瀬中学校 

・六会中学校・善行小学校・第一中学校・本町小学校 

 

 

(16) 「保健医療関連施設」 

現 状 ・ 課 題 健康で安心な暮らしを支えるために，住み慣れた地域の中で生涯

を通じて健康で安心して暮らし続けられるよう，保健，医療等を

きめ細やかに展開，充実することで健康を増進し，健やかで安心

な暮らしが実感できる都市を目指しています。 

開設から保健医療センターが２５年以上，保健所も１５年以上を

経過し，施設・設備の老朽化が進んでいます。市民が安全に利用

できるように予防保全を始める必要があります。 

大庭台墓園立体墓地については，利用申込者数が大幅に増加して

おり，最短で令和６年度に全区画が貸付済となることが想定さ

れ，新たな墓所の整備が必要とされています。また，合葬納骨壇

は，収蔵後２０年が経過した時点で遺骨を合祀することとして２

００５年（平成１７年）に供用開始されており，この合祀するた

めの施設（合祀墓）を令和７年度中の供用開始に向け新設する必

要があります。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

再整備する施設・設備については優先順位を決め，施設の果たす

役割や求められる機能が維持できるように施設や設備の更新等

を適切に行い，施設の長寿命化を図っていくとともに，社会状況

や新たなニーズに応じた機能追加等の検討を行い，再整備を進め

ます。 

墓地については，社会情勢の変化等によりニーズが多様化する

中，墓所不足の解消及び合祀墓の新設によって多くの市民に墓地

を提供するため，「公共施設の長寿命化」の観点も含め，施設の
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新設・増設を検討します。なお，施設の増設工事は２期に分けて

実施予定です。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

新設：合葬納骨壇収蔵後２０年を経過する遺骨を合祀する施設 

   （合祀墓） 

増設：立体墓地（第１期整備納骨壇） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

保健医療センターの無停電電源装置・自家発電装置の更新，給排

水設備の更新，及び館内照明設備のＬＥＤ化等。 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・保健医療センター（２０５３年（令和３５年）に築５９年） 

・保健所（２０５３年（令和３５年）に築４７年） 

・立体墓地（増設）（第２期整備納骨壇） 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

保健医療センターについては，開設から２５年以上経過するた

め，今後，設備機器の計画的な更新が必要になってきます。 

 

 

 

(17) 「産業・観光関連施設」 

現 状 ・ 課 題 「地域経済を循環させる」ことを基本目標として，産業基盤の整

備を進めるとともに，地産地消の推進により都市農業と水産業を

守り育ててきましたが，片瀬漁港関連施設については，２００７

年（平成１９年）３月の供用開始から年月が経過し，機器の老朽

化による機能低下が見受けられます。また，観光関連施設につい

ては，国内外からの観光誘客をさらに進め，「選ばれる観光都市」

となる整備を進めていきます。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

今後，産業・観光施設については，施設により利用者の形態や将

来像が大きく異なるため，必要な機能を施設ごとにその都度検証

し，他の機能を持った公共施設との複合化を検討しながら，地域

経済を循環させることが可能な施設として維持・発展させていき

ます。１０年以上が経過した施設が多く，適切な維持管理により，

施設の長寿命化を図り，継続的に使用します。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・片瀬漁港関連施設 

大規模改修の検  
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討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

(18) 「公園施設」 

現 状 ・ 課 題 長久保公園は緑の普及・啓発の拠点として機能していますが，今

後は，（仮称）生物多様性センターとしての機能を付加し，市内

三大谷戸周辺に配置予定の同サテライトセンターを一元管理す

る役割を担うものとして再整備を進める必要があります。 

公園のトイレ及び管理事務所は設置後３０年以上経過している

ところが多く，老朽化が進んでいるため，平成２３年度から改築

を順次進めており，今後も優先度を定めて改築を進めていきま

す。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

策定から１０年経過する公園施設長寿命化計画について見直し

を進め，今後は施設の種別ごとに再策定した計画に基づき，適切

な維持管理を実施します。 

老朽化した公園施設については，利用状況に合わせて優先度を設

定し，安全で安心して利用できるよう再整備を進めます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

（仮称）生物多様性センター（長久保公園みどりの相談所の改

築），（仮称）生物多様性サテライトセンター（石川丸山谷戸周辺），

同（川名清水谷戸周辺），新林公園トイレ 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

老朽化が進んだ公園トイレ及び管理事務所（利用状況により順次

対応） 

大規模改修の検  
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討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

(19) 「教育関連施設」（学校施設を除く） 

現 状 ・ 課 題 教育文化の振興や教育関係職員の資質及び指導力の向上，児童生

徒への創造性豊かな教育活動の推進など，各教育施設において，

様々な事業を展開することにより「子どもたちの生きる力」の育

成や本市の教育力向上に向けた取組を進めてきました。 

現在，少子高齢化や情報化の進展など，社会情勢の急激な変化に

伴い，市民の価値観も多様化し，児童生徒及び市民を取り巻く状

況も大きく変化するなかで，教育関連施設が担う役割はますます

大きくなっています。 

八ヶ岳野外体験教室については，開室から３０年目を迎え，各所

に経年による劣化や気象条件等による損傷が散見されますが，指

定管理者が２０１６年（平成２８年）２月に作成した「中長期修

繕計画・建物等修繕計画書（平成２９年～令和８年）」に基づき，

優先順位をつけた修繕を行うことにより，安全確保及び建物の延

命を図っています。 

教育文化センターは，１９８２年（昭和５７年）４月に建設され，

老朽化が進んでいます。 

デリバリー方式による中学校給食の提供については，調理業務を

担う事業者はもともと数が少なく，確保に苦慮しています。市内

に本市食数に対応可能な規模の調理工場がなく，調理後２時間以

内での喫食のための配送という課題があります。このため，事業

者の確保が非常に困難な状況にあり，安定実施に向けた手法検討

が喫緊の課題となっています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

教育関連施設の再整備に当たっては，社会状況に応じた機能を維

持し，修繕又は改修等による長寿命化を図っていく中で，より充

実した教育活動の場として，教育的課題に対応する施設整備を進

めます。 

また，中学校デリバリー給食安定実施に向けては，民間事業者に

よる施設整備も含めた実施を検討していることや，建物の性質と

しては調理工場となるため工業系の用途地域に設置すること，ま

た稼働時間など施設の特性なども考慮すると，他施設との複合化

になじまない可能性が高いと考えています。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検 中学校デリバリー給食を安定的に提供するために民間調理業者
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討が必要な施設 が調理・配送等を行う専用の施設。 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・教育文化センター  

・八ヶ岳野外体験教室 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

(20) 「市庁舎」 

現 状 ・ 課 題 空調設備等を計画的に更新（修繕含む）する等の維持管理を実施

しています。 

令和４年度に市に移管される予定の防災センターについては移

管時において築２０年経過していることから，長期プランの期間

中に設備機器の更新等を行う必要があります。また，再整備済み

の本庁舎及び分庁舎等と同様に予防保全していく必要がありま

す。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

再整備済みの庁舎については，「人・環境にやさしい市民に親し

まれる庁舎」を柱として，「１ 機能的・効率的な庁舎」，「２ 

市民に親しまれる庁舎」，「３ 安全・安心を支える庁舎」，「４ 

人にやさしい庁舎」，「５ 環境にやさしい庁舎」の基本方針を

踏まえ，適切に維持管理していきます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

・防災センター 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検 今後，本庁舎，分庁舎，防災センターの設備機器の計画的な更新
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討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

が必要となってきます。 

 

 

 

 

 

(21) 「その他施設」 

現 状 ・ 課 題 防災備蓄倉庫や公衆便所など，（１）から（２０）の施設種類（特

別会計施設を除く。）に分類できない施設を「その他施設」とし

て分類しています。 

これら施設につきましては，個々の利用状況などの現状及び課題

を把握していきます。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

「その他施設」につきましては，施設設置目的が限定された専門

的な施設が多いことから，個々の施設状況を見極めながら，今後

の再整備の中で，機能集約，複合化，統廃合について検討を行い

ます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

(22) 「市民病院」  〔特別会計施設〕 

現 状 ・ 課 題 令和２年度に業務委託した西館（１９８９年（平成元年）３月），

救命救急センター（２００６年（平成１８年）１２月）の配管・

機械設備劣化調査診断結果を踏まえ，病院機能の維持管理対策を

検討しつつ，今後の病院のあり方を踏まえて再整備に向けた院内

検討を進めます。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

「藤沢市地域防災計画」における災害拠点病院にも位置づけられ 

ている施設であり，「公共施設の安全性の確保」の観点から老朽 

化の進む西館及び救命救急センターの再整備を実施します。 

 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・西館，救命救急センターの改築及びこれに伴う敷地内駐車場等

の整備 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

 

 

 

(23) 「下水道施設」  〔特別会計施設〕 

現 状 ・ 課 題 本市では，浸水の防除，公衆衛生の向上及び河川等の公共用水域

の水質保全を図るため，１９５５年（昭和３０年）から人口が集

積した南部地域を主体に公共下水道の整備を進め，現在では２箇

所の浄化センターと１５箇所のポンプ場が稼働しています。 

１９６４年（昭和３９年）に運転開始した辻堂浄化センター及び

南部処理区ポンプ場では，施設建設のピークが昭和５０年代であ

ったことから，施設の老朽化が進んでいます。 

耐震性能が不足している施設も多く，対策を施さなければ老朽化

や地震による施設の機能障害など日常生活や社会経済活動に重

大な影響を及ぼす恐れがあります。 
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下水道施設は，日常生活に直結している社会インフラ施設である

ことから，建て替え工事などの際であっても機能を停止すること

が出来ないため，現在地での建て替えが不可能な施設について

は，代替地を確保する必要があります。 

気候変動による気象災害に対応するため，浸水の防除等を目的と

した施設の検討も必要となっています。 

再整備等の考え方

（施設の統廃合

を含む） 

災害時において二次災害を防止し，トイレ使用の確保や公衆衛生

の保全等の下水道事業を継続するため，施設の被災危険度と影響

度を考慮して所要の対策の優先度を設定し，段階的に耐震化等を

図ります。 

施設の耐震化に際しては，老朽化対策としてのストックマネジメ

ント計画等に合わせて一体的に取り組みます。施設規模の最適

化，施設配置や施設ネットワークの再編等を目的とした，下水道

施設の再構築について検討を進め，効率的な事業の実施を目指し

ます。 

下水道施設の再構築とあわせ，対策が必要な地区では，浸水対策

施設の整備を進めます。 

長期プラン計画期間内（令和１５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

・辻堂浄化センター（沈砂池ポンプ棟） 

・浜見山ポンプ場 

・浸水対策施設の新設・増設 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

耐震対策事業対象施設 

・辻堂浄化センター 

・大清水浄化センター 

・南部処理区ポンプ場 

・東部処理区ポンプ場 

＊再整備を実施する各施設については，各機能を停止することが

ないよう，段階的に整備します。 

次期長期プラン計画期間内（令和３５年度まで）に事業の実施を想定している施設 

新築・改築等の検

討が必要な施設 

今後は施設の再構築について検討を行い，対象施設を選定しま

す。 

大規模改修の検

討が必要な施設 

（大規模な設備

更新を含む） 

今後は施設の再構築について検討を行い，対象施設を選定しま

す。 

 

 

 

 

 


